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現行の技能実習・特定技能制度

※技能実習中の転籍は原則不可

新制度・特定技能制度

特定技能２号

特定技能１号
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技能検定基礎級

特定技能2号試験 特定技能２号

特定技能１号

新制度

※同一企業で1年超就労+技能・日本語試験合格 →転籍可
※試験不合格となった者には再受験のための最長１年の在留継続を認める
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分野は特定産業分野に限定
(国内育成が相当なもの)
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(試験ルート)
特定技能1号試験
＋日本語Ｎ４

(新制度ルート)
技能検定3級等

＋Ｎ４ or 相当講習
(当分の間)  

特定技能2号試験
＋

日本語Ｎ３

人
材
確
保

+
人
材
育
成

１
年

技能検定基礎級・
日本語Ｎ５合格が

転籍の条件

技能実習３号

分野が不一致

(試験ルート)
特定技能1号試験
＋日本語Ｎ４

(技能実習ルート)
技能検定3級等


